
改定後 改定前 

第２条（定義） 

（略） 

(８)Edy店舗端末 

利用者が商品等の購入及び提供を受けるに

際しEdyを使用するために必要となる機器

で、対象店舗等（第８条で定義します。）又

はその指定する場所に設置されるEdyモジ

ュールもしくは EdyAP が組み込まれた

Edyの受入端末機器 

第２条（定義） 

（略） 

(８)Edy店舗端末 

利用者が商品等の購入及び提供を受けるに

際しEdyを使用するために必要となる機器

で、対象店舗等（第５条で定義します。）又

はその指定する場所に設置されるEdyモジ

ュールもしくは EdyAP が組み込まれた

Edyの受入端末機器 

第３条（表明・保証） 

１．包括代理人および店子は、当社に対し、

本規約締結にあたり、本規約締結日時点お

よび本規約の有効期間中において、以下の

事項が真実かつ正確であることを表明し、

保証します。 

(１)行為能力 

包括代理人および店子は、適用法令上、本

規約を締結し、これらに基づく権利を行使

し、義務を履行する権利能力および行為能

力を有すること 

(２)社内手続 

包括代理人および店子は、本規約を締結し、

これらに基づく権利を行使し、義務を履行

するために、法令および定款その他の社内

規則に基づき要求される内部手続を適法か

つ適正に完了していること 

(３)適法性等 

本規約を包括代理人および店子が締結しま

たは包括代理人および店子がこれらに基づ

く権利を行使し、もしくは義務を履行する

ことは、包括代理人および店子に対して適

用のある一切の法令、包括代理人および店

子の定款その他の社内規則に抵触せず、当

該各当事者を当事者とする契約の違反また

は債務不履行事由とはならないこと 

 



(４)有効な契約 

本規約は、これを締結した包括代理人およ

び店子につき適法、有効かつ拘束力のある

契約であること 

(５)非詐害性 

包括代理人および店子は、現在債務超過で

はなく、包括代理人および店子が本規約を

締結することは、詐害行為取消の対象とは

ならず、包括代理人および店子の知りうる

限り、本規約について詐害行為取消その他

の異議を主張する第三者は存在しないこと 

(６)提供情報の正確性 

包括代理人および店子は、本規約の締結に

あたって、当社に提供した情報は、重要な

点において正確であり、かつ、重要な情報

は全て当社に提供されていること 

第４条（店子の範囲） 第３条（店子の範囲） 

第５条（加盟店契約の代理） 第４条（加盟店契約の代理） 

第６条（確認事項） 第５条（確認事項） 

第７条（対象商品） 第６条（対象商品） 

第８条（取扱店舗等） 第７条（取扱店舗等） 

第９条（Edy モジュール及び決済用アプリ

ケーション等の使用許諾） 

第８条（Edy モジュール及び決済用アプリ

ケーション等の使用許諾） 

第１０条（Ｅｄｙによる販売） 

１．包括代理人および店子は、利用者がＥ

ｄｙにより商品等の購入、又は商品等の提

供を申し込んだときは、第１２条（Ｅｄｙ

の偽造・変造）および第１３条（Ｅｄｙ使用

の中止等）に記載する場合を除き、Ｅｄｙ

端末を使用し、本条に定める手順に従い利

用者に対し商品等を販売又は提供するもの

とします。 

第９条（Ｅｄｙによる販売） 

１．包括代理人および店子は、利用者がＥ

ｄｙにより商品等の購入、又は商品等の提

供を申し込んだときは、第１１条（Ｅｄｙ

の偽造・変造）および第１２条（Ｅｄｙ使用

の中止等）に記載する場合を除き、Ｅｄｙ

端末を使用し、本条に定める手順に従い利

用者に対し商品等を販売又は提供するもの

とします。 

第１１条（Ｅｄｙ販売後又は提供後の取扱） 第１０条（Ｅｄｙ販売後又は提供後の取扱） 

第１２条（Ｅｄｙの偽造・変造） 

１．包括代理人および店子は、以下の場合

は、できる限り当該Ｅｄｙカードを保管の

第１１条（Ｅｄｙの偽造・変造） 

１．包括代理人および店子は、以下の場合

は、できる限り当該Ｅｄｙカードを保管の



うえ、その旨直ちに当社へ通知し、当社の

指示に従うものとします。この場合、包括

代理人および店子は、第１０条（Ｅｄｙに

よる販売）に定めるＥｄｙによる商品等の

販売はできないものとします。 

うえ、その旨直ちに当社へ通知し、当社の

指示に従うものとします。この場合、包括

代理人および店子は、第 9 条（Ｅｄｙによ

る販売）に定めるＥｄｙによる商品等の販

売はできないものとします。 

第１３条（Ｅｄｙ使用の中止等） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれ

かが生じた場合、楽天Ｅｄｙ株式会社が包

括代理人および店子に予告することなくＥ

ｄｙシステムを中止又は停止する場合があ

ることを予め異議なく承諾するものとしま

す。この場合、包括代理人および店子は、第

１０条（Ｅｄｙによる販売）に定めるＥｄ

ｙによる商品等の販売はできないものとし

ます。 

（略） 

３．包括代理人および店子は、前２項に定

める場合のほか、当社及び楽天 Edy株式会

社が利用約款に基づき、特定の利用者若し

くは全ての利用者に対する楽天Edyサービ

スの全部若しくは一部の利用を中止し、特

定の利用者の楽天Edyサービスの利用資格

を取消し、又は楽天 Edyサービスを全面的

に終了することがあることをあらかじめ了

承します。この場合、本条第２項を準用し

ます。なお、楽天 Edyサービスが全面的に

終了した場合には、本規約第１９条に従っ

て終了時の措置をとることとします。 

第１２条（Ｅｄｙ使用の中止等） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれ

かが生じた場合、楽天Ｅｄｙ株式会社が包

括代理人および店子に予告することなくＥ

ｄｙシステムを中止又は停止する場合があ

ることを予め異議なく承諾するものとしま

す。この場合、包括代理人および店子は、第

９条（Ｅｄｙによる販売）に定めるＥｄｙ

による商品等の販売はできないものとしま

す。 

（略） 

３．包括代理人および店子は、前２項に定

める場合のほか、当社及び楽天 Edy株式会

社が利用約款に基づき、特定の利用者若し

くは全ての利用者に対する楽天Edyサービ

スの全部若しくは一部の利用を中止し、特

定の利用者の楽天Edyサービスの利用資格

を取消し、又は楽天 Edyサービスを全面的

に終了することがあることをあらかじめ了

承します。この場合、本条第２項を準用し

ます。なお、楽天 Edyサービスが全面的に

終了した場合には、本規約第１８条に従っ

て終了時の措置をとることとします。 

第１４条（Ｅｄｙによる販売の買取金額の

確定および支払い） 

１．包括代理人と当社の間でのＥｄｙによ

る販売に関する買取金額は、包括代理人お

よび店子がＥｄｙ端末を使用し、第１６条

（買取代金の支払の取消し）の場合を除き、

包括代理人および店子が利用者から受領し

た、包括代理人および店子のＥｄｙ端末に

第１３条（Ｅｄｙによる販売の買取金額の

確定および支払い） 

１．包括代理人と当社の間でのＥｄｙによ

る販売に関する買取金額は、包括代理人お

よび店子がＥｄｙ端末を使用し、第１４条

（買取代金の支払の取消し）の場合を除き、

包括代理人および店子が利用者から受領し

た、包括代理人および店子のＥｄｙ端末に



集積されたＥｄｙを、当社の定める通信手

段・手順等により包括代理人が自らおよび

店子を代理して当社への移転を完了させた

時点で、確定するものとします。 

集積されたＥｄｙを、当社の定める通信手

段・手順等により包括代理人が自らおよび

店子を代理して当社への移転を完了させた

時点で、確定するものとします。 

第１５条（手数料の支払い） 第１４条（手数料の支払い） 

第１６条（買取代金の支払の取消し） 

１．（略） 

(２)第１０条（Ｅｄｙによる販売）に違反し

てＥｄｙによる販売を行ったとき 

(３)第１４条（Ｅｄｙによる販売の買取金額

の確定および支払い）に基づく移転を行わ

なかったとき 

(４)包括代理人から送信されたデータの正

当性に疑義があるとき 

(５)第７条（対象商品）第２項の利用者との

紛議が解決されないとき 

（略） 

３．当社は Edy取引または当該取引に係る

決済端末から当社に移転されたEdyについ

て第 1 項各号の事由のいずれかに該当する

可能性があると認めた場合、包括代理人お

よび店子は正当性を証明できる資料の提出

等当社の調査に協力し、調査が完了するま

で当該取引に係る買取代金の支払を留保す

ることができるものとし、当社は当該留保

期間中の遅延損害金の支払いを免れるもの

とします。 

４．前項の調査開始より３０日を経過して

もなお、第 1 項記載の各事由のいずれかに

該当する可能性があると当社が認めた場

合、当社は当該取引に係る買取代金の支払

い義務を負わないものとします。 

第１５条（買取代金の支払の取消し） 

１．（略） 

(２)第９条（Ｅｄｙによる販売）に違反して

Ｅｄｙによる販売を行ったとき 

(３)第１３条（Ｅｄｙによる販売の買取金額

の確定および支払い）に基づく移転を行わ

なかったとき 

(４)包括代理人から送信されたデータの正

当性に疑義があると当社が認めた場合で、

正当性を証明できる資料の提出等、当社の

調査依頼に協力しないとき 

(５)第６条（対象商品）第２項の利用者との

紛議が解決されないとき 

（略） 

第１７条（委託の禁止） 第１６条（委託の禁止） 

第１８条（契約の終了） 

（略） 

(５)第１０条第３項に定める現金による精

第１８条（契約の終了） 

（略） 

(５)第９条第３項に定める現金による精算



算の場合を除き、利用者に対して現金によ

る払戻しを行った場合 

の場合を除き、利用者に対して現金による

払戻しを行った場合 

第１９条（契約終了後の手続） 第１８条（契約終了後の手続） 

第２０条（情報の提供） 第１９条（情報の提供） 

第２１条（対象店舗等における包括代理人

および店子の責任） 

包括代理人および店子は、第８条第１項に

もとづき届け出た対象店舗等における Edy

システムの導入、円滑な運営及び資金決済

業務について責任をもつものとし、当該

Edy システムの導入、円滑な運営及び資金

決済業務について問題が生じた場合には、

すべて自己の責任と負担において、これを

処理、解決するものとします。 

第２０条（対象店舗等における包括代理人

および店子の責任） 

包括代理人および店子は、第 7 条第１項に

もとづき届け出た対象店舗等における Edy

システムの導入、円滑な運営及び資金決済

業務について責任をもつものとし、当該

Edy システムの導入、円滑な運営及び資金

決済業務について問題が生じた場合には、

すべて自己の責任と負担において、これを

処理、解決するものとします。 

第２２条（届出事項の変更） 

（略） 

３．包括代理人又は店子が第３条１項（６）

及び第２９条に定める表明保証確約事項に

反すると具体的に疑われる場合には、当社

は、包括代理人および店子に対し、当該事

項に関する調査を行い、また、必要に応じ

て資料の提出を求めることができ、包括代

理人および店子は、これに応じるものとし

ます。 

第２１条（届出事項の変更） 

（略） 

第２３条（譲渡等の禁止） 第２２条（譲渡等の禁止） 

第２４条（損害賠償） 第２３条（損害賠償） 

第２５条（本規約に定めのない事項） 第２４条（本規約に定めのない事項） 

第２６条（Edyエリア情報及び Edy領域内

特定情報） 

第２５条（Edyエリア情報及び Edy領域内

特定情報） 

第２７条（有効期間・解約） 

本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、

当社が店子の加盟を承諾した日から１年間

とします。なお、期間満了の３ヶ月前まで

に当事者のいずれからも書面による異議の

申し出のない限り、本規約に基づく加盟店

の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時

第２６条（有効期間） 

本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、

当社が店子の加盟を承諾した日から１年間

とします。なお、期間満了の３ヶ月前まで

に当事者のいずれからも書面による異議の

申し出のない限り、本規約に基づく加盟店

の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時



 

に自動的に１年間延長するものとし、以後

も同様とします。包括代理人および当社は、

本規約の有効期間中において本規約を解約

しようとする場合には、相手方に３ヶ月前

までに書面による通知を行なうことによ

り、本規約を解約できるものとします。但

し、包括代理人および店子が１年以上継続

して信用販売を取扱っていない場合、また

は、当社が包括代理人および店子との連絡

不能の状態が相当期間継続した場合（包括

代理人および店子との連絡不能による場合

は、第２２条第２項に基づき、届出住所に

通知を発送すれば、通常到着すべきときに

通知を行ったものとみなす）、当社は包括代

理人および店子に予告することなく本規約

を解約できるものとします。 

に自動的に１年間延長するものとし、以後

も同様とします。 

第２８条（期限の利益の喪失） 

包括代理人は、第１８条第 2 項の各号の一

にでも該当する事由があるとき、又は第１

８条第３項に基づき本規約が解約されたと

きは、当社に対して負担する一切の債務に

つき自動的に期限の利益を喪失するものと

し、債務の全てを直ちに当社に弁済しなけ

ればならないものとします。 

第２７条（期限の利益の喪失） 

包括代理人は、第１７条第 2 項の各号の一

にでも該当する事由があるとき、又は第１

７条第３項に基づき本規約が解約されたと

きは、当社に対して負担する一切の債務に

つき自動的に期限の利益を喪失するものと

し、債務の全てを直ちに当社に弁済しなけ

ればならないものとします。 

第２９条（反社会的勢力の排除に関する特

例） 

第２８条（反社会的勢力の排除に関する特

例） 

第３０条（合意管轄裁判所） 第２９条（合意管轄裁判所） 

第３１条（準拠法） 第３０条（準拠法） 


